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は
じ
め
に

　

鎌
倉
市
在
住
の
武
田
流
弓
馬
道
第
三
十
七
代
司
家
・
金
子
家
敏
氏
の
も
と
に
は
、

肥
後
熊
本
藩
の
竹
原
家
か
ら
伝
わ
っ
た
多
く
の
故
実
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
本
所
の

共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
よ
る
一
般
共
同
研
究
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
。
故
実

書
の
目
録
は
本
誌
前
号
に
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
五
月
二
一
日
付
の
加

藤
清
正
書
状
一
通
を
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
年
ま
と
め
ら
れ
た
『
加
藤
清
正

文
書
目
録
』（
以
下
『
目
録
』）
に
も
未
収
録
の
新
出
史
料
で
あ
る
。

　

こ
の
新
出
史
料
は
現
在
の
場
所
に
築
か
れ
た
熊
本
城
の
普
請
に
言
及
す
る
も
の
で

も
あ
る
。
清
正
段
階
の
普
請
に
関
す
る
史
料
は
十
数
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
そ
の
経
過
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
新
出
史
料

は
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
や
や
詳
し
く
紹
介
し

た
い
。

一
　
新
出
の
加
藤
清
正
書
状
と
関
連
史
料

　

新
出
の
加
藤
清
正
書
状
は
掛
幅
装
で
、
図
版
の
よ
う
に
上
下
二
段
に
表
装
さ
れ
て

い
る
。
上
段
は
縦
一
七
・
一
㎝
、
横
三
六
・
九
㎝
、
下
段
は
縦
一
七
・
一
㎝
、
横
三

二
・
一
㎝
で
あ
る
。

　

後
述
の
よ
う
に
本
文
書
と
同
時
に
発
給
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
吉
村
橘
左
衛
門
宛
の

書
状
（
後
掲
〔
史
料
三
〕）
が
あ
る
。
こ
れ
は
折
紙
で
、
目
録
に
よ
る
と
縦
三
六
・

四
㎝
、
横
五
四
・
〇
㎝
で
あ
る
。「
吉
村
文
書
」
を
み
る
限
り
、
こ
の
時
期
に
清
正

が
祝
儀
の
礼
状
と
し
て
発
給
し
た
書
状
は
同
様
の
大
き
さ
の
折
紙
で
あ
る
。

　

新
出
史
料
も
も
と
は
折
紙
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
下
段
二
行
目
と
三
行
目

の
間
で
紙
が
切
れ
て
お
り
、
こ
の
位
置
で
折
り
返
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の

場
合
、
上
段
は
端
が
一
〇
㎝
ほ
ど
切
り
取
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
下

段
の
月
日
・
差
出
と
宛
所
の
間
は
詰
め
て
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
地
も
や
や
切

り
詰
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
来
の
形
状
は
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
一
通
の
文
書
と
し
て

特
に
不
自
然
な
点
は
な
い
。
翻
刻
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
史
料
一
〕
新
出
史
料

為
端
午
之
儀
／
使
者
を
指
上
、
殊
帷
／
五
つ
到
来
、
悦
入
候
、
／
熊
本
普

請
皆
々
／
精
を
入
、
事
之
外
令
／
出
来
候
由
、
令
満
／
足
候
、
幷
国
中
耕

／
作
之
儀
、
百
姓
無
／
緩
之
旨
、
得
其
意
候
、
／
将
又
、
於
江
戸
仕
合
／

能
、
五
月
十
日
比
／
令
上
着
候
間
、
可
／
心
安
候
、
猶
蠏
江
／
主
膳
可
申

候
、
謹
言
、

　
　

五
月
廿
一
日　

清
正
（
黒
印
）

　
　
　
　

加
藤
美
作
殿
へ

　

清
正
の
黒
印
は
「
履
道
応
乾
」
の
印
文
の
も
の
で
あ
る
（『
目
録
』
の
印
判
Ⅳ
）。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
宗
久
）

（
加
藤
）

（
正
次
）

史
料
紹
介熊

本
城
普
請
に
関
す
る
新
出
の
加
藤
清
正
書
状

林　
　
　
　
　

晃　
　

弘
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『
目
録
』
に
よ
れ
ば
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
を
初
見
に
晩
年
ま
で
用
い
ら
れ
、

当
初
は
一
般
家
臣
宛
の
知
行
宛
行
状
に
主
に
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
は
重
臣

や
古
参
家
臣
宛
の
書
状
や
知
行
宛
行
状
に
も
用
例
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

　

宛
所
の
加
藤
美
作
は
、
家
老
の
加
藤
正
次
で
あ
る
。
も
と
は
秀
吉
に
仕
え
、
近
藤

金
十
郎
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
清
正
に
属
し
、
加
藤
作
右
衛
門
、
の
ち
美
作
と
改
め

る
。
妻
は
清
正
の
従
妹
で
あ
る
と
い
う
。
知
行
高
は
慶
長
一
六
年
時
点
で
一
万
二
六

〇
二
石
（
自
分
九
四
二
〇
石
、
与
力
分
三
一
八
二
石
）
で
あ
り
、
家
中
の
最
上
層
に

位
置
す
る
。
の
ち
に
家
老
の
加
藤
正
方
ら
と
対
立
し
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
幕

府
の
裁
許
に
よ
り
越
後
村
上
の
堀
直
寄
に
召
預
け
と
な
る
。

　

加
藤
正
次
宛
の
文
書
は
あ
ま
り
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、単
独
で
宛
所
に
な
る
も
の
は
、

『
目
録
』
三
一
九
・
三
六
九
の
二
通
が
知
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
本
文

書
の
伝
来
の
過
程
に
つ
い
て
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

　
〔
史
料
一
〕
の
内
容
は
、
①
端
午
の
祝
儀
と
し
て
帷
子
五
つ
を
送
ら
れ
た
こ
と
へ

の
謝
意
を
述
べ
、
②
「
熊
本
普
請
」
の
進
捗
、
国
内
で
の
耕
作
の
様
子
に
つ
い
て
の

報
告
に
応
え
る
。
③
こ
れ
以
前
に
清
正
は
江
戸
に
下
向
し
て
お
り
、
五
月
一
〇
日
ご

ろ
上
方
に
着
い
た
こ
と
を
伝
え
、④
最
後
に
蠏
江
宗
久
が
別
途
伝
達
す
る
旨
を
記
す
。

特
に
「
熊
本
普
請
」
に
触
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
書
状
で
あ
る
。

　

本
文
書
と
同
日
付
で
、
内
容
も
類
似
す
る
重
臣
宛
の
書
状
と
し
て
、
次
の
二
点
が

あ
る
。〔

史
料
二
〕「
下
川
文
書
」（『
目
録
』
五
三
四
）

�

為
端
午
之
儀
使
者
を
指
上
、
殊
ニ
鰹
弐
十
連
到
来
、
悦
入
候
、
其
元
普
請

皆
々
精
を
入
令
出
来
之
由
、
尤
候
、
将
又
、
於
江
戸
仕
合
能
令
上
着
候
条
、

可
心
安
候
、
尚
蠏
江
主
膳
可
申
候
、
謹
言
、

　
　

五
月
廿
一
日　

清
正
（
黒
印
）

　
　
　
　

下
川
又
左
衛
門
尉
と
の
へ

〔
史
料
三
〕「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
吉
村
文
書
」（『
目
録
』
四
二
三
）

�

為
端
午
之
儀
使
者
を
指
上
、
殊
帷
弐
つ
、
鰹
拾
連
到
来
、
悦
入
候
、
其
元

普
請
皆
々
精
を
入
令
出
来
之
旨
、
得
其
意
候
、
弥
留
守
中
弥
心
付
簡
要
候
、

尚
蠏
江
主
膳
可
申
候
、
謹
言
、

　
　

五
月
廿
一
日　

清
正

　
　
　
　

吉
村
橘
左
衛
門
尉
と
の
へ

　
〔
史
料
二
〕に
は
江
戸
よ
り
上
着
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
は〔
史
料
一
〕

と
合
致
す
る
。〔
史
料
二
〕〔
史
料
三
〕
に
共
通
す
る
「
其
元
普
請
皆
々
精
を
入
令
出

（
５
）

（
６
）

（
宗
久
）

（
加
藤
）

（
元
宣
）

（
７
）

（
宗
久
）

（
加
藤
）

〔史料１〕新出史料・５月21日付加藤清正書状
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来
」
は
、〔
史
料
一
〕
の
「
熊
本
普
請
」
を
指
す
と
み
て
よ
い
。
到
来
し
た
鰹
は
お

そ
ら
く
国
元
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
品
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
頃
の
清
正
書
状
に
は

多
く
み
ら
れ
る
が
、「
尚
蠏
江
主
膳
可
申
候
」
と
あ
る
の
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、〔
史
料
二
〕〔
史
料
三
〕
は
〔
史
料
一
〕
と
同
時
に
発
給
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
下
川
宛
・
吉
村
宛
は
「
殿
」
の
字
が
平
仮
名
の
「
と
の
へ
」
に
近
い
形
で

記
さ
れ
て
い
る
が
、〔
史
料
一
〕
は
そ
れ
ほ
ど
崩
さ
れ
て
い
な
い
。
家
老
で
あ
る
加

藤
正
次
へ
の
待
遇
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

右
の
関
連
史
料
の
発
給
年
次
は
、〔
史
料
二
〕
は
『
目
録
』
で
は
慶
長
六
年
以
降

と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。〔
史
料
三
〕
は
、『
新
熊
本
市
史
』
史
料
編
三
近
世
一
は
慶

長
一
一
年
ヵ
、『
目
録
』・『
特
別
史
跡
熊
本
城
跡
総
括
報
告
書　

歴
史
資
料
編
』は
慶

長
七
年
ヵ
と
し
て
い
る
。

　
〔
史
料
三
〕
を
慶
長
一
一
年
ヵ
と
す
る
理
解
は
、
お
そ
ら
く
「
其
元
」
を
江
戸
と

み
て
、
吉
村
橘
左
衛
門
が
伊
豆
の
石
場
で
奉
行
を
勤
め
た
江
戸
城
普
請
と
関
連
づ
け

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
通
の
文
書
を
同
時
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

理
解
し
た
場
合
、「
其
元
」
は
熊
本
で
あ
る
。

　

一
方
、
慶
長
七
年
ヵ
と
す
る
の
は
、
同
年
に
比
定
さ
れ
る
「
下
川
文
書
」
四
月
二

一
日
付
の
加
藤
百
介
・
加
藤
正
次
・
加
藤
可
重
・
下
川
元
宣
宛
の
清
正
書
状
（『
目

録
』
四
二
二
）
と
関
連
す
る
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
上
方
に
て
普
請
を
命

じ
ら
れ
た
清
正
が
、
国
元
の
家
臣
に
対
し
て
同
地
の
石
垣
普
請
と
作
事
も
油
断
な
く

進
め
る
よ
う
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
こ
の
こ
ろ
清
正
は
江
戸
に
下
向
し
て
い
な
い
た
め
、〔
史
料
一
～
三
〕
を
慶
長

七
年
に
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
　
発
給
年
次
と
「
熊
本
普
請
」
に
つ
い
て

　

発
給
年
次
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
や
は
り
〔
史
料
一
〕
の
「
於
江
戸
仕
合
能
、

五
月
十
日
比
令
上
着
候
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。『
目
録
』
所
収
「
加
藤
清
正
の
居
所

と
行
動
」
に
よ
り
慶
長
六
年
以
降
の
居
所
を
確
認
す
る
と
、
慶
長
八
年
・
一
二
年
・

一
四
年
に
絞
ら
れ
る
。

　

最
初
に
慶
長
八
年
で
あ
る
が
、
清
正
は
こ
の
年
の
三
月
二
五
日
付
で
肥
後
守
に
任

じ
ら
れ
て
お
り
、
翌
二
六
日
ま
で
上
方
で
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
四
月

か
ら
五
月
上
旬
ま
で
上
方
を
離
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。上
着
の
時
期
は
、

『
時
慶
記
』
五
月
一
〇
日
条
に
「
棒
庵
ヨ
リ
預
使
、
伏
見
へ
主
計
正
被
帰
由
候
」
と

あ
り
合
致
す
る
。
た
だ
し
、
行
先
は
尾
張
清
須
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
江
戸
ま
で
下
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

順
番
が
前
後
す
る
が
、
先
に
慶
長
一
四
年
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
年
、
清
正
は

三
月
に
駿
府
・
江
戸
に
向
か
い
、
五
月
五
日
に
は
豊
国
社
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
大
ま
か
に
は
合
致
す
る
が
、
上
着
の
日
は
少
な
く
と
も
五
日
ほ

ど
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
、
慶
長
一
二
年
で
あ
る
が
、「
加
藤
清
正
の
居
所
と
行
動
」
は
、
肥
後
で

越
年
し
、
三
月
ご
ろ
か
ら
駿
府
城
普
請
に
あ
た
り
、
四
月
二
四
日
に
普
請
の
様
子
を

国
元
に
報
知
、
そ
の
後
は
不
明
で
、
一
二
月
に
は
在
熊
本
で
あ
る
と
す
る
。
三
月
か

ら
四
月
の
動
向
の
根
拠
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

〔
史
料
四
〕「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
吉
村
文
書
」（『
目
録
』
四
五
九
）

　
　

以
上
、

�

態
申
遣
候
、
其
地
普
請
如
何
申
付
候
哉
、
漸
出
来
之
時
分
ニ
候
間
、
様
体

無
心
元
候
て
申
遣
候
、
天
守
之
井
出
ハ
よ
き
ほ
と
ニ
石
垣
に
つ
か
へ
候
ハ

て
出
来
候
哉
、
様
子
無
心
元
候
、
此
月
相
之
時
分
不
図
可
相
越
之
条
、
い

つ
れ
も
油
断
仕
間
敷
候
、
次
、
駿
河
御
普
請
手
伝
之
儀
、
弥
被
成　

御
感

之
旨
従
本
上
州
示
給
候
、
然
ニ
依
而
、
御
鷹
一
連
拝
領
之
分
ニ
候
つ
れ
共
、

重
而
御
懇
之　

上
意
に
て
二
連
令
拝
領
、
嘉
平
次
二
三
日
以
前
罷
下
候
、

仕
合
無
残
所
候
間
、
心
安
可
存
候
旨
、
各
へ
可
申
聞
候
、
為
其
如
此
候
、

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
下
津
宗
秀
）

（
加
藤
清
正
）

（
11
）

（
12
）

（
本
多
正
純
）
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謹
言
、

　
　

卯
月
廿
四
日　

清
正
（
黒
印
）

　
　
　
　

并
河
金
右
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　

吉
村
橘
左
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　

和
田
勝
兵
衛
と
の
へ

　

本
文
書
は
駿
府
城
普
請
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
慶
長
一
二

年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
翌
一
三
年
の
再
建
時
の
可
能
性
も
あ
る
。

　

前
半
で
は
「
其
地
」
で
の
普
請
の
進
捗
と
、「
天
守
之
井
出
」
と
石
垣
の
状
況
を

尋
ね
、
月
合
に
ふ
と
0

0

そ
ち
ら
に
行
く
つ
も
り
だ
と
述
べ
て
い
る
。
二
四
日
付
で
あ
る

こ
と
か
ら
両
者
は
数
日
で
到
着
で
き
る
場
所
に
い
る
は
ず
で
あ
り
、
駿
府
と
熊
本
の

よ
う
な
距
離
感
で
は
な
い
。

　

後
半
で
は
家
康
か
ら
駿
河
で
の
普
請
へ
の
助
力
を
賞
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
清

正
は
慶
長
一
一
年
末
に
本
多
正
純
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
穴
太
の
進
上
と
、
手
代
四

五
百
人
ほ
ど
の
派
遣
を
検
討
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、〔
史
料
四
〕
で
本
多
正
純
か
ら
伝
達
さ
れ
た
家
康
の
謝
意
は
文
書
に
よ

る
も
の
と
み
る
余
地
が
あ
り
、
清
正
が
こ
の
時
駿
府
に
滞
在
し
て
い
た
と
は
必
ず
し

も
い
え
な
い
。
文
脈
か
ら
は
、
嘉
平
次
は
駿
府
か
ら
罷
り
下
っ
た
と
思
わ
れ
、
清
正

は
駿
府
以
東
か
、
西
国
に
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
嘉
平
次
が
二
、
三
日

以
前
に
下
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
清
正
は
そ
の
地
に
数
日
は
留
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
清
正
の
居
所
を
考
え
る
上
で
は
、
並
河
ら
が
い
る
「
其
地
」
が
ど
こ
で
あ

る
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
熊
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
。

　
「
其
地
」
を
熊
本
と
み
る
見
解
は
、
慶
長
一
二
年
に
熊
本
城
が
完
成
し
た
と
い
う

説
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
慶
長
一
二
年
完
成
説
の
根
拠
は
『
新

撰
事
蹟
通
考
』
の
引
用
す
る
疑
わ
し
い
文
書
の
み
で
あ
る
。
明
確
に
否
定
は
で
き
な

い
が
、
史
料
的
な
裏
づ
け
は
薄
い
。
ま
た
、
慶
長
一
三
年
の
場
合
、
清
正
は
在
国
中

で
あ
り
、「
其
地
」
は
肥
後
の
領
国
内
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
関
連
す
る
史
料

は
確
認
で
き
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
『
特
別
史
跡
熊
本
城
跡
総
括
報
告
書　

歴
史
資
料
編
』
は
、
宛
所

の
並
河
ら
が
慶
長
一
一
年
の
江
戸
城
普
請
に
携
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、
公
儀
普
請
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。「
其
地
」
は
駿
府
と
は
別
で
あ
ろ
う
か
ら
、

江
戸
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
宛
所
の
う
ち
の
吉
村
橘
左
衛
門
は
慶
長
一

一
年
六
月
に
伊
豆
の
石
場
か
ら
直
に
帰
国
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
翌
一
二
年
ま

で
継
続
的
に
東
国
に
い
た
か
は
要
検
討
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
慶
長
一
二
年
の
江
戸
城
で
は
前
年
の
普
請
に
つ
づ
き
、
閏
四
月
一
日
に

天
守
台
等
の
普
請
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。〔
史
料
四
〕は
そ
の
直
前
の
時
期
に
あ
た
り
、

「
天
守
之
井
出
」
の
話
題
は
そ
れ
に
関
わ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

こ
の
こ
ろ
清
正
は
江
戸
屋
敷
の
造
営
を
進
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
最
初
の
「
其
地
普

請
」
は
そ
の
こ
と
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
〔
史
料
四
〕
は
江
戸
の

状
況
と
合
致
す
る
点
が
あ
る
。

　
〔
史
料
四
〕
が
慶
長
一
二
年
で
、「
其
地
」
が
江
戸
で
あ
る
場
合
、
四
月
二
四
日
時

点
で
清
正
は
駿
府
以
東
に
滞
在
し
、
同
月
末
か
ら
閏
四
月
初
め
に
江
戸
に
行
く
つ
も

り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
の
清
正
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
が
、
五

月
上
旬
に
上
着
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
吉
村
橘
左
衛
門
の
居
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、〔
史
料
四
〕
の
四
月
二

四
日
付
書
状
の
「
其
地
」
が
江
戸
で
あ
れ
ば
、
吉
村
の
居
所
も
同
地
で
あ
る
。
仮
に

〔
史
料
三
〕
も
同
年
と
し
た
場
合
、
吉
村
は
帰
国
の
上
、
閏
四
月
中
旬
に
は
上
方
に

端
午
の
祝
儀
を
発
送
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
急
使
で
な
け
れ
ば
帰
国
に
は
二
〇
日

以
上
を
要
す
る
こ
と
か
ら
日
程
的
に
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
完
全
に
は
詰
め
切

れ
な
い
が
、〔
史
料
四
〕
を
も
と
に
慶
長
一
二
年
四
月
末
ご
ろ
に
清
正
が
江
戸
へ
下

向
し
て
い
た
と
い
え
る
と
し
て
も
、〔
史
料
一
～
三
〕
は
同
年
の
も
の
で
は
な
い
と

（
加
藤
）

（
並
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）
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考
え
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、〔
史
料
一
～
三
〕は
慶
長
八
年
か
一
四
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
吉
村
橘
左
衛
門
宛
の
も
の
に
次
の
清
正
書
状
が
あ
る
。

〔
史
料
五
〕「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
吉
村
文
書
」（『
目
録
』
五
三
三
）

為
端
午
之
祝
儀
使
者
指
越
、
帷
弐
到
来
、
令
祝
着
候
、
将
又
、
駿
府
・
江

戸
御
前
仕
合
能
至
伏
見
上
着
候
間
、
近
日
可
令
下
国
候
、
尚
蠏
江
主
膳
可

申
候
也
、
謹
言
、

　
　

五
月
十
六
日　

清
正
（
黒
印
）

　
　
　
　

吉
村
橘
左
衛
門
尉
と
の
へ

　

五
月
一
六
日
付
で
、
こ
れ
も
端
午
の
祝
儀
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で

は
清
正
は
駿
府
・
江
戸
に
赴
き
、
伏
見
に
上
着
し
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
を

踏
ま
え
る
と
、〔
史
料
五
〕
も
慶
長
八
年
と
一
四
年
の
両
年
に
絞
ら
れ
、
そ
の
う
ち

駿
府
が
政
治
拠
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
慶
長
一
四
年
に
比
定
で
き
る
。
そ
し
て
、

自
然
に
考
え
れ
ば
同
じ
吉
村
橘
左
衛
門
宛
の
〔
史
料
三
〕
と
〔
史
料
五
〕
は
別
の
年

の
も
の
で
あ
る
の
で
、〔
史
料
三
〕
の
方
は
慶
長
八
年
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、〔
史
料
一
〕
も
慶
長
八
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
推
定
に

つ
い
て
、
最
後
に
「
熊
本
普
請
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
観

点
か
ら
検
証
し
て
お
き
た
い
。

　
〔
史
料
一
〕
の
「
熊
本
普
請
」
は
熊
本
城
に
関
係
す
る
普
請
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

現
在
の
場
所
に
築
か
れ
た
熊
本
城
の
普
請
は
慶
長
四
年
七
月
ま
で
に
は
開
始
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
翌
五
年
一
〇
月
の
清
正
書
状
（『
目
録
』
三
四
六
）
に
よ
れ
ば

「
新
城
」
の
天
守
の
建
築
も
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
次
の
動
き
が
わ
か
る
の
が
、
先
に
触
れ
た
慶
長
七
年
に
比
定
さ
れ
る
「
下
川

文
書
」
の
四
月
二
一
日
付
加
藤
百
介
・
加
藤
正
次
・
加
藤
可
重
・
下
川
元
宣
宛
の
清

正
書
状
で
あ
る
（『
目
録
』
四
二
二
）。
こ
の
時
、
熊
本
で
は
石
垣
普
請
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
清
正
は
そ
れ
に
つ
い
て
「
皆
々
普
請
ニ
令
如
在
様
ニ
相
聞
候
、

沙
汰
之
限
成
儀
候
」
と
叱
責
し
て
い
る
。
同
年
ヵ
と
さ
れ
る
七
月
一
三
日
付
下
川
元

宣
宛
書
状
（『
目
録
』
四
二
五
）・
吉
村
橘
左
衛
門
宛
書
状
（『
目
録
』
四
二
六
）
に

は
「
此
方
罷
登
者
共
作
事
等
ニ
令
辛
労
体
に
候
、
其
元
普
請
、
皆
々
可
入
精
事
尤
候
」

な
ど
と
あ
り
、
上
方
で
の
作
事
と
並
行
し
て
熊
本
で
の
普
請
も
継
続
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
書
状
か
ら
は
、
加
藤
正
次
・
下
川
元
宣
・
吉
村
橘
左

衛
門
は
い
ず
れ
も
こ
の
時
の
熊
本
城
普
請
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

か
か
る
展
開
の
上
で
、
慶
長
八
年
に
比
定
し
た
五
月
二
一
日
付
の
〔
史
料
一
～
三
〕

は
、
前
年
か
ら
の
普
請
が
順
調
に
進
ん
だ
と
の
報
告
を
受
け
、
そ
れ
を
賞
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
は
し
ば
ら
く
熊
本
城
普
請
に
関
す
る
年
次
の
明
確
な

史
料
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
慶
長
八
年
に
比
定
さ
れ
る
一
〇
月
九
日
付
加
藤
清
正
書

状
（『
目
録
』
四
三
〇
）
に
も
肥
後
に
お
け
る
堀
普
請
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
加
藤

可
重
の
阿
蘇
内
牧
城
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。〔
史
料
一
〕
に
「
事
之

外
令
出
来
候
由
」、〔
史
料
二
〕〔
史
料
三
〕
に
「
令
出
来
之
由
」
等
と
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
時
の
熊
本
城
普
請
は
端
午
の
祝
儀
を
発
送
す
る
四
月
半
ば
ご
ろ

か
ら
遠
く
な
い
時
期
に
完
了
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
新
出
史
料
は
熊
本
城
普
請
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
先

の
慶
長
八
年
と
す
る
年
次
比
定
で
問
題
は
生
じ
な
い
。
な
お
、
こ
の
時
の
普
請
の
範

囲
は
文
献
史
料
か
ら
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
近
年
の
歴
史
考
古
学
的
手
法
に
よ

る
石
垣
遺
構
の
分
析
か
ら
、
あ
る
程
度
の
推
定
は
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
金
子
家
敏
氏
所
蔵
の
新
出
の
加
藤
清
正
書
状
を
紹
介
し
て
き
た
。
発
給

年
次
は
、
同
日
付
の
二
通
の
書
状
と
と
も
に
慶
長
八
年
に
比
定
で
き
る
。
本
文
書
か

ら
は
、慶
長
四
～
五
年
に
つ
づ
く
慶
長
七
年
の
熊
本
城
普
請
は
翌
八
年
ま
で
か
か
り
、

重
臣
の
多
く
を
動
員
す
る
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て

こ
の
慶
長
八
年
が
一
つ
の
区
切
り
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
20
）

（
宗
久
）

（
加
藤
）

（
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）

（
22
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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ま
た
、
清
正
は
こ
の
年
に
江
戸
へ
下
向
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

の
こ
ろ
家
康
は
京
都
・
伏
見
に
い
る
こ
と
か
ら
、「
於
江
戸
仕
合
能
」
は
徳
川
秀
忠

と
の
面
会
が
上
首
尾
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
時
の
江
戸
下
向
の
目
的
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
秀
忠
の
息
女
で
同
年
七
月

二
八
日
に
豊
臣
秀
頼
に
嫁
す
徳
川
千
が
、
母
浅
井
江
と
と
も
に
江
戸
を
出
立
し
、
五

月
一
一
日
以
降
、
一
五
日
以
前
に
伏
見
城
に
到
着
し
た
と
み
ら
れ
る
点
は
注
意
さ
れ

る
。
上
洛
時
期
の
近
さ
か
ら
、
清
正
は
こ
の
件
に
関
す
る
何
ら
か
の
役
割
を
与
え
ら

れ
江
戸
に
赴
い
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
後
世
の
史
料
も
含
め
て
傍
証

は
な
く
、
確
定
す
る
に
は
新
た
な
史
料
に
よ
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず

れ
に
せ
よ
本
文
書
は
こ
の
段
階
の
徳
川
氏
と
清
正
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深

い
史
料
で
あ
る
。

〔
註
〕

（
１
）　

阿
部
能
久
・
高
橋
慎
一
朗
「
武
田
流
金
子
司
家
史
料
目
録
」（『
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
研
究
紀
要
』
三
一
号
、
二
〇
二
一
年
）。

（
２
）　

大
浪
和
弥
・
鳥
津
亮
二
・
山
田
貴
司
・
金
子
拓
編
『
加
藤
清
正
文
書
目
録
』（
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
一
四
︱
一
、
二
〇
一
五
年
）。
清
正
発
給
文
書

の
番
号
は
本
目
録
に
よ
る
。

（
３
）　
『
特
別
史
跡
熊
本
城
跡
総
括
報
告
書　

歴
史
資
料
編
』（
熊
本
市
熊
本
城
調
査
研
究

セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
九
年
）。
同
セ
ン
タ
ー
刊
行
の
報
告
書
は
熊
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　
『
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
資
料
目
録
』（
大
阪
城
天
守
閣
、
一
九
六
七
年
）。
二
〇
二
一

年
一
〇
月
一
三
日
に
原
本
の
調
査
を
行
っ
た
。

（
５
）　
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
︱
二
九
、
元
和
四
年
八
月
一
〇
日
条
。
森
山
恒
雄
「
肥
後

加
藤
政
権
と
重
臣
飯
田
角
兵
衛（
一
）」（『
市
史
研
究
く
ま
も
と
』五
、
一
九
九
四
年
）。

加
藤
家
の
家
中
騒
動
に
つ
い
て
は
、
福
田
千
鶴
「
加
藤
忠
廣
の
基
礎
的
研
究
︱
附　

飯
田
覚
資
料
の
翻
刻
・
紹
介
」（『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
六
二
、
二
〇
一
九
年
）

に
詳
し
い
。

（
６
）　
「
下
川
文
書
」（『
熊
本
県
史
料
』
中
世
三
、
五
八
号
）。
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本

も
確
認
。

（
７
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
」
一
。

（
８
）　

熊
本
市
、
一
九
九
四
年
。

（
９
）　

前
掲
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
10
）　
「
下
川
文
書
」（『
熊
本
県
史
料
』
中
世
三
、
四
五
号
）。『
特
別
史
跡
熊
本
城
跡
総
括

報
告
書　

歴
史
資
料
編
』（
前
掲
注
（
３
））
で
は
加
藤
右
馬
允
を
正
方
と
す
る
が
、

従
来
通
り
可
重
で
よ
い
。

（
11
）　
『
時
慶
記
』
三
（
時
慶
記
研
究
会
編
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
12
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
」
一
。

（
13
）　
〔
慶
長
一
一
年
〕
一
二
月
二
〇
日
付
加
藤
清
正
書
状
（『
目
録
』
四
五
七
）。

（
14
）　
『
新
熊
本
市
史
』
通
史
編
三
近
世
一
（
熊
本
市
、
二
〇
〇
一
年
）
は
熊
本
城
小
天
守

に
関
わ
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

（
15
）　

武
藤
厳
男
・
宇
野
東
風
・
古
城
貞
吉
編
『
肥
後
文
献
叢
書
』
三
（
隆
文
館
、

一
九
一
〇
年
）。

（
16
）　

前
掲
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
17
）　
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
吉
村
文
書
」
六
月
二
〇
日
付
織
田
秀
雄
書
状
（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
」
一
）。
年
次
比
定
は
花
岡
興
輝

「
熊
本
縣
史
料　

中
世
篇
補
遺
（
二
）」（『
熊
本
史
学
』
四
一
、
一
九
七
二
年
）
に
よ

る
。

（
18
）　
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
︱
四
、
慶
長
一
二
年
閏
四
月
一
日
条
。

（
19
）　

前
掲
注
（
13
）
に
同
じ
。

（
20
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
」
一
。

（
21
）　

熊
本
城
の
造
営
に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
は
前
掲
注
（
３
）
を
参
照
。

（
22
）　

山
田
貴
司
「
熊
本
城
の
普
請
開
始
時
期
と
そ
の
政
治
・
軍
事
的
背
景
」（
熊
本
県
立

美
術
館
『
熊
本
城
と
武
の
世
界
』
二
〇
一
九
年
）。

（
23
）　

前
掲
注
（
10
）
に
同
じ
。

（
24
）　

引
用
は
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
吉
村
文
書
」（
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
「
大
阪
城

天
守
閣
所
蔵
文
書
」
一
）。
上
方
で
作
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
同
時
に
熊
本
で
も
普
請

（
27
）

（
28
）
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を
進
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
か
ら
『
目
録
』
四
二
二
号
文
書
に
つ
づ
く
も
の

と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）　

稲
葉
継
陽
「
加
藤
清
正
の
歴
史
的
位
置
」（
熊
本
県
立
美
術
館
『
加
藤
清
正
』

二
〇
一
二
年
）。
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
『
八
代
城
主
・
加
藤
正

方
の
遺
産
』
二
〇
一
二
年
。

（
26
）　
「
熊
本
城
の
石
垣
変
遷
」（『
特
別
史
跡
熊
本
城
跡
総
括
報
告
書　

調
査
研
究
編
』、

熊
本
市
熊
本
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
〇
年
、
下
高
大
輔
氏
執
筆
）。

（
27
）　
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
︱
一
、
慶
長
八
年
五
月
一
五
日
条
。
福
田
千
鶴
『
江
の
生

涯
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
28
）　

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
跡
部
信
「
清
正
と
家
康
の
海
賊
退
治
」（『
大
阪
城
天
守
閣

紀
要
』
二
九
、
二
〇
〇
一
年
、
の
ち
同
『
豊
臣
政
権
の
権
力
構
造
と
天
皇
』
戎
光
祥

出
版
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

　
　
︻
付
記
︼
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る
一

般
共
同
研
究
（
二
〇
一
九
・
二
〇
二
〇
年
度
）「
武
田
流
弓
馬
故
実
書
の
形
成
過
程
に

関
す
る
史
料
学
的
研
究
」（
代
表
阿
部
能
久
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




